
社会福祉法人鑑石園役員報酬等に関する規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人鑑石園定款第２１条の規定に基づき、役員、評議員及

び顧問（以下「役員等」という。）の報酬等について定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、週３日以上勤務する役員を常勤役員という。 

（２）顧問とは、定款第 29 条に基づき置かれる者をいう。 

（３）報酬とは、役員等の職務執行の対価として支払われるものをいう。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等に支給する報酬等の総額の各年度の上限額は、別表１のとおりとする。 

２ 役員等が、理事会、監事監査、評議員会等へ出席又は出張した場合、1 回につき 5,000

円を日当として支給する。 

３ 常勤役員及び顧問に支給する報酬額は、次のとおりとする。 

（１）毎月の支給額については、別表２の額を上限額とし、期末勤勉手当及び前項に規定

する日当は支給しない。 

（２）通勤手当については、職員の通勤手当支給基準に準ずる額とする。 

４ 職員として勤務し、職員給与の支給を受けている者に対しては、本規程に基づく報酬

等を支給しない。 

 

（出張旅費） 

第４条 役員等が、業務執行のため出張する場合は、旅費規程に基づき、旅費等を支給す

ることができる。 

２ 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支

払うことができる。 

 

（改廃） 

第５条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が評議員会の承認を経て、別

に定める。 

 



 

 

 

付則 

 この規程は、平成２９年 ４月 １日より施行する。 

       令和  元年 ６月２６日  一部改正 

       令和 ４年 ６月２０日  一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

名 称 報酬等の総額の各年度の上限額 

評議員 １００，０００円 

理事 ５，０００，０００円 

監事 １００，０００円 

顧問 ７００，０００円 

 

 

 

 

 

別表２ 

名 称 報酬の額 

常勤役員 月額 ２００，０００円 

顧問 月額 ５０，０００円 

 


